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市政記者クラブ加盟社 各位 

 

 

令和６年度（第 46回）憲法記念講演会の 

開催について 
 

盛岡市では、憲法週間に当たり、市民の皆様を対象とした憲法記念講演会を開催します。 

 この講演会は、毎年５月１日から７日までの憲法週間にちなんで、市民のみなさんに憲法に

対する関心を高めていただくため、開催しているものです。 

 

                    記 

 

【日 時】令和６年５月 20日（月）14時 00分から 16時 00分まで 

 

【場 所】プラザおでって３階 おでってホール（中ノ橋通一丁目１-10） 

 

【演 題】「幸せになっていい 自分で決めていい 人と違っていい！ 

～ジェンダーレスからあなたが幸せに生きるヒントを～」 

 

【概 要】 なんとなく生きづらい…夫婦や親子の間でイライラする…不安や悩みに押しつ

ぶされそう…など、モヤモヤすることありませんか？ 

あなたの幸せをはばむものに気付き、自由に人生を選び取っていくために、 

ぜひジェンダーの視点からヒントを。 

人の悩みに寄り添ってきた女性弁護士と一緒に考えてみませんか？ 

【講 師】盛岡さくら法律事務所弁護士 渡部
わたなべ

 容子
よ う こ

 氏 

 

【スケジュール】 

     14：00 開 会 

     14：01 市長あいさつ 

     14：06 講 演 

16：00 閉 会 

 

【対 象】市民等 

【定 員】先着 200名 

【費 用】入場無料 

【主 催】盛岡市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛岡市プレスリリース 
～憲法は知って守って生かすもの～ 

令和６年４月26日 

総務部 総務課 

 


